
１　予算額 

（１）一般会計及び特別会計 （単位：千円） 

（２）公営企業会計 （単位：千円） 

２　補正予算の主な内容 

一般会計補正予算（第10号） 
ア　主な歳入 （単位：千円） 

（１） 

令和７年第２回観音寺市議会定例会補正予算案の概要について 

会 計 区 分 補 正 前 予 算 額 補 正 額 補 正 後 予 算 額

一 般 会 計 35,064,699 293,501 35,358,200 

国 民 健 康 保 険 事 業 7,020,728 5,125 7,025,853 

国 民 健 康 保 険
伊 吹 診 療 所

61,468 0 61,468 

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 1,234,000 0 1,234,000 

介 護 保 険 事 業 6,107,254 1,923 6,109,177 

介 護 予 防 サ ー ビ ス
事 業

44,544 0 44,544 

粟 井 財 産 区 2,525 0 2,525 

粟 井 坂 瀬 山 林 16,015 0 16,015 

計 14,486,534 7,048 14,493,582 

合 計 49,551,233 300,549 49,851,782 

名 称 区 分 既 決 予 定 額 補 正 額 補 正 後 予 定 額

収 益 的 収 入
及 び 支 出

収 入 1,332,812 0 1,332,812 

支 出 1,321,649 1,824 1,323,473 

資 本 的 収 入
及 び 支 出

収 入 374,769 1,600 376,369 

支 出 824,393 0 824,393 

款 名 称 内 容 補 正 額

地 方 交 付 税
普通交付税 284,994 

特別交付税 80,000 

国 庫 支 出 金

子どものための教育・保育給付交付金 48,910 

保育所等整備交付金 △ 100,000 

社会資本整備総合交付金（道路橋りょう） △ 67,075 
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計



（単位：千円） 

イ　主な歳出 （単位：千円） 
財 源 内 訳

職員給与費　　　　　　　　　　　　　 
早期退職者等に対して、退職手当を
支給する。 

86,822    △ 10,914 91,233 秘書課 

減債基金費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

普通交付税の追加交付を受け、そ
のうち後年の公債費に充てるべき
金額について減債基金に積み立て
る。 

104,157     104,157 総務課 

施設等整備基金
費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

土地取得基金の廃止に伴い、基金
残高を施設等整備基金へ積み立て
る。 

218,152    218,152  総務課 

地域防災推進事
業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

国及び県の補助金を活用し、避難所
で使用するパーテーションを整備す
る。 

6,600 3,300 1,650   1,650 
危機管理
課 

民間保育施設運
営補助事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

民間保育施設への給付費の算定基
礎となる公定価格が引き上げられ
たことに伴い、給付費を増額する。 

84,916 42,457 21,228   21,231 
こども未
来課 

保育所等整備事
業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

整備を予定していた民間保育施設
について、国の補助金が不採択と
なったため、事業費を減額する。 

△ 150,000 △ 100,000  △ 40,000  △ 10,000 
こども未
来課 

三豊総合病院企
業団負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

三豊総合病院企業団に分配する交
付税の金額が確定し、負担金が不
足するため増額する。 

135,163     135,163 
健康増進
課 

単独県費補助土
地改良事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

土地改良区が実施する水路改修工
事等に対して、補助金を交付する。 

9,275   8,700  575 
農林水産
課 

スマートインター
チェンジ整備事
業　　　　　　　　　　　　　　 

国庫補助金の交付決定額に合わせ
て、事業費を減額する。 

△ 49,000 △ 25,200  △ 21,400  △ 2,400 建設課 

県営公共事業負
担金（街路）　　　　　　　　　　　　　　　　　 

国及び県の補正予算を受け県の事
業費が増額されたことに伴い、負担
金を増額する。 

40,353   39,100  1,253 
都市整備
課 

款 名 称 内 容 補 正 額

国 庫 支 出 金
地域連携推進事業費補助金 △ 28,500 

社会資本整備総合交付金（第２運動公園） △ 117,040 

県 支 出 金 子どものための教育・保育給付費負担金 23,656 

繰 入 金
財政調整基金繰入金 40,000 

土地取得基金繰入金 218,152 

諸 収 入 広域水道企業団派遣職員給与費負担金収入 △ 11,144 

児童福祉施設整備事業 △ 40,000 

脱炭素化施設整備事業 △ 66,000 

道路改築事業 △ 25,400 

橋りょう新設改良事業 △ 48,600 

県営公共事業 39,100 

中学校施設設備改修事業 50,700 

事 業 名 称 内 容 補 正 額 主 管 課国 庫
支出金

県
支出金

地方債 その他
一 般
財 源

市 債



（単位：千円） 

ウ　繰越明許費 （単位：千円） 

財 源 内 訳

柞田川右岸線改
築事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

国庫補助金の交付決定額に合わせ
て、事業費を減額する。 

△ 16,102 △ 8,301  △ 7,500  △ 301 
都市整備
課 

中学校施設設備
整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

過疎対策事業債の追加配分を受
け、豊浜中学校の空調設備改修工
事の進捗を図る。 

50,708   50,700  8 
教育総務
課 

デジタル行政推進事業 11,330 企画課 

道の駅建設事業 5,196 
プロジェクト
推進課 

地域防災推進事業 6,600 危機管理課 

戸籍住民基本台帳費 8,444 市民課 

生活環境課事務所等改修事業 20,000 生活環境課 

生活環境課積替施設改修事業 91,884 生活環境課 

ひとり親世帯生活支援特別給付金支給事業（県単独） 2,952 
子育て支援
課 

物価高騰対応重点支援給付金支給事業（追加分） 224,682 社会福祉課 

農林業者物価高騰対策支援事業（重点支援） 32,496 農林水産課 

単独県費補助土地改良事業 11,077 農林水産課 

小規模ため池防災対策特別事業 13,650 農林水産課 

防災重点農業用ため池緊急整備事業 3,750 農林水産課 

県営農業競争力強化基盤整備事業 8,566 農林水産課 

地域計画実現化促進生産基盤整備事業 10,500 農林水産課 

農地耕作条件改善事業 9,310 農林水産課 

常磐地区排水対策事業 491 農林水産課 

林道橋梁長寿命化対策事業 21,648 農林水産課 

漁船用補給施設設置事業 6,295 農林水産課 

漁業者物価高騰対策支援事業（重点支援） 4,045 農林水産課 

観音寺市元気アップ商品券発行補助事業（重点支援） 51,000 商工観光課 

中小企業者物価高騰対策支援事業（重点支援） 77,530 商工観光課 

観光施設整備事業 15,408 商工観光課 

漁港施設老朽化対策事業 9,600 建設課 

伊吹漁港改良事業 10,500 建設課 

事 業 名 称 内 容 補 正 額 主 管 課国 庫
支出金

県
支出金

地方債 その他
一 般
財 源

事 業 名 金 額 主 管 課



（単位：千円） 

国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

公営企業会計補正予算 
ア　下水道事業会計補正予算（第５号）

伊吹地域漁港整備事業（特定） 127,000 建設課 

県営公共事業負担金（道路） 5,600 建設課 

道路改築事業（社会資本） 78,207 建設課 

市道舗装新設事業（社会資本） 15,010 建設課 

スマートインターチェンジ整備事業 312,104 建設課 

県単道路改築事業 4,895 建設課 

道整備交付金道路改築事業 52,722 建設課 

市道改築事業 14,497 建設課 

交通安全対策事業（通学路緊急対策） 96,634 建設課 

橋りょう補修・更新事業 68,666 建設課 

河川維持管理費 8,220 建設課 

港湾施設長寿命化対策事業（社会資本） 50,300 建設課 

県営公共事業負担金（港湾） 46,893 建設課 

県営公共事業負担金（街路） 58,216 都市整備課 

柞田川右岸線改築事業 36,398 都市整備課 

中学校施設設備整備事業 50,708 教育総務課 

事務局費（学校教育課） 1,694 学校教育課 

豊浜総合体育館施設設備改修事業 28,798 
市民スポーツ
課 

第２運動公園整備事業 158,141 
市民スポーツ
課 

（２） 

（３） 

（４） 

事 業 名 金 額 主 管 課

　被保険者数の減少により減収が見込まれる国民健康保険税収入を減額し、財政調整基金及び一般会計からの繰
入金を増額する。また、国の補助金の実績が確定し、返還金が生じたため補正する。 

　三観広域行政組合及び社会福祉協議会に対する負担金について、人事院勧告に伴う給与改訂により不足が生じ
るため増額する。 

　収益的支出について、決算見込等に基づき不足が見込まれる消費税納付額を増額する。また、資本的収入に
ついて、国庫補助金の交付決定により事業費が増加したため、公営企業債を増額する。 


